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年
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月
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第
一
章

総
則

（
事
業
の
種
類
）

第
一
条

当
社
は
、
航
空
運
送
事
業
者
（
航
空
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項

に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い

う
。
）
が
行
う
貨
物
の
国
際
運
送
又
は
当
該
運
送
を
利

用
し
て
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
行
う
貨
物
の
国
際

運
送
に
係
る
次
の
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
行
う
。

一

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用
運
送

事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
）

二

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
同
法
同
条
第
八

項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
国
際
運
送
」
と
は
、
条

約
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
約
の
定
義
に

従
い
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
航
空
運
送
契

約
に
よ
る
出
発
地
及
び
到
達
地
が
本
邦
及
び
外
国
で

あ
る
運
送
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
国
」
と

は
そ
の
主
権
、
宗
主
権
、
委
任
統
治
、
権
力
、
又
は
信

託
統
治
の
下
に
あ
る
全
領
域
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
運
送
人
」
と
は
、
航
空
運
送

状
を
発
行
し
、
貨
物
の
利
用
運
送
を
行
う
者
を
い
い
、

こ
の
約
款
又
は
航
空
運
送
状
に
規
定
さ
れ
て
い
る
責

任
を
制
限
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
運
送
人
に

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
、
使
用
人
及
び
代
表
者
を

含
む
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
航
空
運
送
状
」
と
は
、
荷
送

人
に
よ
り
又
は
荷
送
人
に
代
わ
り
作
成
さ
れ
る
荷
送

人
と
運
送
人
の
間
の
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
契

約
を
証
す
る
書
類
を
い
う
。

４

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
荷
送
人
」
と
は
、
貨
物
の
国

際
運
送
に
関
し
て
運
送
人
と
契
約
を
締
結
し
た
当
事

者
と
し
て
航
空
運
送
状
に
そ
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
を
い
う
。

５

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
荷
受
人
」
と
は
、
運
送
人
が

貨
物
を
引
き
渡
す
べ
き
当
事
者
と
し
て
航
空
運
送
状

に
そ
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

６

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
貨
物
」
と
は
、
運
送
人
に
よ

り
一
荷
送
人
か
ら
一
時
に
一
ヶ
所
で
受
託
さ
れ
、
一
口

と
し
て
扱
わ
れ
、
一
到
達
地
の
一
荷
受
人
に
あ
て
て
、

一
通
の
航
空
運
送
状
で
運
送
さ
れ
る
一
個
又
は
数
個

の
物
品
を
い
う
。

７

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
条
約
」
と
は
、
千
九
百
二
十

九
年
十
月
十
二
日
に
ワ
ル
ソ
ー
で
署
名
さ
れ
た
「
国
際

航
空
運
送
に
つ
い
て
の
あ
る
規
則
の
統
一
に
関
す
る

条
約
」
（
以
下
「
ワ
ル
ソ
ー
条
約
」
と
い
う
。
）
、
千
九

百
五
十
五
年
九
月
二
十
八
日
に
ヘ
ー
グ
で
署
名
さ
れ

た
「
千
九
百
二
十
九
年
十
月
十
二
日
に
ワ
ル
ソ
ー
で
署

名
さ
れ
た
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
の
あ
る
規
則
の

統
一
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
」
に
よ
り
改

正
さ
れ
た
ワ
ル
ソ
ー
条
約
（
以
下
「
改
正
ワ
ル
ソ
ー
条

約
」
と
い
う
。
）
、
千
九
百
七
十
五
年
九
月
二
十
五
日
に

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
「
千
九
百
五
十
五
年

九
月
二
十
八
日
に
ヘ
ー
グ
で
作
成
さ
れ
た
議
定
書
に

よ
り
改
正
さ
れ
た
千
九
百
二
十
九
年
十
月
十
二
日
に

ワ
ル
ソ
ー
で
署
名
さ
れ
た
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て

の
あ
る
規
則
の
統
一
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
第
四
議
定
書
」
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
改

正
ワ
ル
ソ
ー
条
約
（
以
下
「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
第
四
議

定
書
」
と
い
う
。
）
又
は
千
九
百
九
十
九
年
五
月
二
十

八
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
「
国
際
航
空

運
送
に
つ
い
て
の
あ
る
規
則
の
統
一
に
関
す
る
条
約
」

（
以
下
「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
い
ず
れ
か
適
用
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

８

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
集
貨
」
と
は
、
仕
立
地
等
の

発
地
点
か
ら
出
発
地
空
港
ま
で
の
貨
物
の
運
送
を
い

う
。

９

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
配
達
」
と
は
、
到
達
地
空
港

か
ら
荷
受
人
若
し
く
は
そ
の
指
定
す
る
代
理
人
の
住

所
又
は
必
要
に
応
じ
関
係
政
府
機
関
の
保
管
所
ま
で

の
貨
物
の
運
送
を
い
う
。

10

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
特
別
引
出
権
」
と
は
、
国

際
通
貨
基
金
の
定
め
る
特
別
引
出
権
（
ス
ペ
シ
ャ
ル
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
ラ
イ
ト
／
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
を
い
う
。

第
二
章

航
空
運
送
状
の
作
成

（
荷
送
人
に
よ
る
準
備
）

第
三
条

荷
送
人
は
、
運
送
人
の
定
め
る
様
式
、
方
法
及

び
枚
数
で
作
成
し
た
航
空
運
送
状
を
貨
物
の
引
渡
し

と
同
時
に
運
送
人
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
は
確
定
し
て
い
る
限
り
、

運
送
人
が
航
空
運
送
状
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貨
物
の
外
観
）

第
四
条

貨
物
又
は
貨
物
の
梱
包
の
外
観
が
良
好
で
な

い
場
合
は
、
荷
送
人
は
、
そ
の
外
観
を
航
空
運
送
状
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
荷
送
人
が
そ
れ
を

記
載
し
な
い
場
合
又
は
そ
の
記
載
が
不
正
確
で
あ
る

場
合
は
、
運
送
人
は
、
当
該
運
送
状
に
記
載
し
又
は
訂

正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
送
人
に
よ
る
準
備
、
補
完
又
は
訂
正
）

第
五
条

運
送
人
は
荷
送
人
の
求
め
に
応
じ
航
空
運
送

状
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

貨
物
と
と
も
に
引
き
渡
さ
れ
た
航
空
運
送
状
に
必

要
事
項
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
又
は
誤
り
が
あ

る
場
合
は
、
運
送
人
は
、
補
完
又
は
訂
正
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な

い
。

（
記
載
事
項
に
関
す
る
責
任
）

第
六
条

荷
送
人
が
航
空
運
送
状
に
記
載
し
又
は
荷
送

人
に
代
わ
っ
て
荷
送
人
の
申
告
に
基
づ
き
運
送
人
が

記
載
し
た
事
項
が
正
確
か
つ
完
全
で
あ
る
こ
と
に
関

し
て
、
荷
送
人
は
運
送
人
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
前

条
の
規
定
に
従
っ
て
運
送
人
が
荷
送
人
に
代
わ
っ
て

航
空
運
送
状
を
作
成
し
又
は
補
完
し
た
場
合
は
、
荷
送

人
は
、
運
送
人
が
航
空
運
送
状
記
載
事
項
の
不
適
当
、

不
正
確
又
は
不
完
全
の
た
め
に
被
っ
た
す
べ
て
の
損

害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章

運
送
の
申
込
み
及
び
引
受
け

（
運
送
に
対
す
る
申
告
価
額
）

第
七
条

荷
送
人
は
、
価
額
に
基
づ
く
料
金
が
課
せ
ら
れ

る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
貨
物
に
つ
い
て

航
空
運
送
状
に
よ
り
運
送
に
対
す
る
価
額
の
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
申
告

価
額
な
し
」
も
一
種
の
価
額
の
申
告
で
あ
る
も
の
と
す

る
。

２

貨
物
の
航
空
運
送
状
の
運
送
に
対
す
る
申
告
価
額

が
、
十
万
米
ド
ル
又
は
そ
の
相
当
額
を
超
え
る
場
合
に

は
、
運
送
人
は
、
荷
送
人
と
あ
ら
か
じ
め
特
約
を
し
な

い
限
り
、
そ
の
貨
物
を
受
託
し
な
い
。

（
貨
物
の
点
検
）

第
八
条

運
送
人
は
、
す
べ
て
の
貨
物
の
内
容
品
を
点
検

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
義
務
を
負
う
も

の
で
は
な
い
。

（
梱
包
方
法
及
び
荷
印
）

第
九
条

荷
送
人
は
、
貨
物
が
、
通
常
の
注
意
に
よ
る
取

扱
い
に
よ
り
、
完
全
に
運
送
さ
れ
、
か
つ
、
人
員
に
危

害
を
加
え
ず
、
他
の
財
物
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
の
な

い
よ
う
貨
物
を
梱
包
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

荷
送
人
は
、
各
梱
包
に
は
、
荷
送
人
及
び
荷
受
人
の

住
所
及
び
氏
名
又
は
各
梱
包
を
特
定
す
る
た
め
の
荷

印
を
明
瞭
に
か
つ
消
え
な
い
よ
う
に
記
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

荷
送
人
は
、
ガ
ラ
ス
製
品
そ
の
他
の
損
壊
し
や
す
い

も
の
又
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
液
体
を
内
容
品
と
す
る

梱
包
は
、
そ
の
内
容
品
の
性
質
を
梱
包
の
外
側
に
明
瞭

に
大
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

荷
送
人
は
、
気
温
又
は
気
圧
の
高
低
又
は
そ
の
急
激

な
変
化
に
よ
っ
て
損
害
を
被
り
や
す
い
貨
物
は
、
適
切

な
梱
包
方
法
そ
の
他
必
要
な
手
段
で
十
分
に
保
護
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

運
送
人
は
、
貨
物
の
梱
包
が
十
分
で
な
い
場
合
は
、

荷
送
人
に
必
要
な
梱
包
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
生
動
物
の
受
託
制
限
）

第
十
条

生
動
物
は
、
荷
送
人
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を

明
告
す
る
と
と
も
に
、
品
目
及
び
性
状
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
航
空
運
送
状
及
び
国
際
航
空
運
送
協
会
の
生

動
物
規
則
で
定
め
る
生
動
物
証
明
書
に
記
載
し
、
か
つ
、

当
該
規
則
に
定
め
る
梱
包
方
法
そ
の
他
必
要
な
手
段

を
講
じ
た
場
合
に
限
り
、
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
規
則
に
定
め
る
運
航
者
例
外
規
定
（
運

送
人
が
利
用
す
る
航
空
運
送
事
業
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
受
託
を
禁
止
し
て
い
る

と
き
は
、
受
託
し
な
い
。

（
危
険
品
の
受
託
制
限
）

第
十
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
品
は
、
荷
送
人

が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
明
告
す
る
と
と
も
に
、
品
目

及
び
性
状
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
航
空
運
送
状
及
び

国
際
航
空
運
送
協
会
の
危
険
品
規
則
で
定
め
る
危
険

物
申
告
書
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
規
則
に
定
め
る
梱

包
方
法
そ
の
他
必
要
な
手
段
を
講
じ
た
場
合
に
限
り
、

受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
規
則
に
定

め
る
運
航
者
例
外
規
定
に
よ
り
受
託
を
禁
止
し
て
い

る
と
き
は
、
受
託
し
な
い
。

一

火
薬
類

二

ガ
ス
（
高
圧
ガ
ス
、
液
化
ガ
ス
、
溶
解
ガ
ス
、

深
冷
ガ
ス
）

三

引
火
性
液
体

四

可
燃
性
固
体
、
自
然
発
火
性
物
質
、
水
と
の
接

触
に
よ
り
引
火
性
気
体
を
発
生
す
る
物
質

五

酸
化
性
物
質
、
有
機
過
酸
化
物

六

毒
物
及
び
病
毒
を
移
し
や
す
い
物
質

七

放
射
性
物
質

八

腐
食
性
物
質

九

そ
の
他
の
有
害
物
品
（
磁
性
物
質
、
麻
酔
性
、

有
毒
性
、
あ
る
い
は
他
の
類
似
な
性
質
を
も
っ

た
液
体
又
は
固
体
で
旅
客
又
は
運
航
乗
務
員
に

対
し
極
度
の
不
快
感
を
与
え
る
物
質
）

（
そ
の
他
の
受
託
制
限
）

第
十
条
の
三

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、
荷
送
人
が

あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
明
告
す
る
と
と
も
に
、
品
目
及

び
性
状
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
航
空
運
送
状
に
記
載

し
、
か
つ
、
国
際
航
空
運
送
協
会
の
貨
物
取
扱
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
定
め
る
梱
包
方
法
そ
の
他
必
要
な
手
段
を
講

じ
た
場
合
に
限
り
、
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
定
め
る
運
航
者
例
外
規
定
に

よ
り
受
託
を
禁
止
し
て
い
る
と
き
は
、
受
託
し
な
い
。

一

貴
重
品
（
次
に
掲
げ
る
品
目
の
い
ず
れ
か
を
含

む
も
の
を
い
う
。
）

イ

運
送
に
対
す
る
申
告
価
額
が
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
当
り
千
米
ド
ル
又
は
相
当
額
以
上
の
品

目

ロ

金
、
白
金
そ
の
他
の
貴
金
属
及
び
そ
の
製

品
で
あ
っ
て
国
際
航
空
運
送
協
会
の
規
則

で
貴
重
品
と
定
め
ら
れ
た
も
の
（
金
又
は

白
金
の
メ
ッ
キ
製
品
を
除
く
。
）

ハ

紙
幣
、
硬
貨
、
有
価
証
券
、
旅
行
者
用
小

切
手
、
切
手
、
使
用
可
能
な
状
態
の
銀
行

カ
ー
ド
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

ニ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
（
工
業
用
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を

含
む
。）
、
ル
ビ
ー
、
エ
メ
ラ
ル
ド
、
サ
フ
ァ

イ
ア
、
オ
パ
ー
ル
、
真
珠
（
養
殖
真
珠
を
含

む
。
）
及
び
こ
れ
ら
か
ら
な
る
宝
飾
品

ホ

金
、
銀
又
は
白
金
か
ら
な
る
宝
飾
品

二

信
書
又
は
現
行
法
で
信
書
と
定
義
さ
れ
た
通
信

手
段

三

遺
体
又
は
遺
骨

四

変
質
、
腐
敗
し
や
す
い
も
の

（
受
託
し
な
い
物
品
）

第
十
条
の
四

運
送
又
は
輸
出
入
が
出
発
国
、
到
達
国
、

経
由
国
又
は
通
過
国
の
法
令
又
は
規
則
に
よ
り
禁
止

さ
れ
て
い
る
物
品
、
そ
の
他
運
送
人
が
運
送
に
不
適
当

と
認
め
る
物
品
は
受
託
し
な
い
。

第
十
一
条

明
告
等
第
十
条
、
第
十
条
の
二
若
し
く
は
第

十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
荷
送
人
が
行
う
事
項
が
不

実
、
不
正
確
若
し
く
は
不
完
全
で
あ
っ
た
場
合
又
は
運

送
人
が
第
十
条
の
四
に
掲
げ
る
物
品
と
知
ら
ず
に
運

送
を
引
き
受
け
た
場
合
は
、
貨
物
に
関
す
る
責
任
は
そ

の
貨
物
の
荷
送
人
及
び
荷
受
人
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
者

は
連
帯
し
て
そ
の
貨
物
に
よ
り
運
送
人
が
被
る
破
壊
、

滅
失
、
き
損
、
遅
延
、
責
任
又
は
科
料
に
関
し
運
送
人

に
対
し
て
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

運
賃
、
料
金
等

（
収
受
す
る
運
賃
、
料
金
等
）

第
十
二
条

運
送
人
は
、
運
賃
表
に
定
め
る
運
賃
、
料
金

そ
の
他
の
費
用
を
収
受
す
る
。

２

個
人
（
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
運
送
契
約

の
当
事
者
と
な
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
対
象
と
し
た
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
は
、
主
た

る
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
に
お
い
て
公
示
す
る
も

の
と
す
る
。

（
運
賃
着
払
に
よ
る
貨
物
の
受
託
）

第
十
三
条

運
送
人
は
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
を

着
払
で
貨
物
を
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
貨
物
に

つ
い
て
は
着
払
に
よ
る
運
送
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

一

自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
て
る
貨
物

二

政
府
機
関
に
あ
て
る
貨
物
（
政
府
機
関
が
し
か

る
べ
き
証
明
書
類
を
呈
示
し
て
発
送
す
る
場
合

を
除
く
。
）

三

物
品
価
額
が
そ
の
運
賃
及
び
料
金
よ
り
低
い
貨

物

四

到
達
国
の
通
貨
規
則
又
は
航
空
運
送
に
関
す
る

規
則
が
着
払
に
よ
る
貨
物
の
引
渡
し
を
認
め
な

い
国
に
あ
て
る
貨
物

五

引
越
荷
物
、
別
送
手
荷
物
及
び
個
人
用
品

六

そ
の
他
運
送
人
が
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用

を
着
払
と
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
貨
物

（
運
賃
、
料
金
等
の
支
払
）

第
十
四
条

運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
の
支
払
は
、
運

賃
表
に
定
め
る
通
貨
で
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
が
着
払
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
運
送
人
が
別
に
支
払
通
貨
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

特
約
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
の
運
賃
、
料
金

そ
の
他
の
費
用
は
、
元
払
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
送

人
が
そ
の
航
空
運
送
状
と
貨
物
を
受
け
取
っ
た
と
き

に
、
着
払
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
送
人
が
そ
の
航
空

運
送
状
を
荷
受
人
又
は
そ
の
指
定
代
理
人
に
引
き
渡

す
と
き
に
、
運
送
人
に
対
し
、
現
金
又
は
運
送
人
の
指

定
し
た
支
払
手
段
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
の
着
払
の
取
扱
い
を
し

た
貨
物
に
つ
い
て
、
荷
受
人
が
そ
の
支
払
を
行
わ
な
い

場
合
は
、
荷
送
人
は
当
該
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用

の
支
払
の
義
務
を
負
う
も
の
と
し
、
支
払
が
行
わ
れ
な

い
限
り
、
運
送
人
は
、
貨
物
の
引
渡
し
を
し
な
い
も
の

と
す
る
。

４

荷
送
人
は
、
未
払
い
の
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
、

運
送
人
の
立
替
金
及
び
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
運

送
人
が
支
払
っ
た
経
費
、
支
出
、
罰
金
、
科
料
そ
の
他

の
金
銭
又
は
被
っ
た
時
間
の
空
費
そ
の
他
の
損
害
の

す
べ
て
に
つ
き
、
運
送
人
に
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
令
に
よ
り
運
送
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
品
の

貨
物
へ
の
包
含

二

荷
印
、
荷
番
号
、
あ
て
名
、
貨
物
又
は
貨
物
の

梱
包
の
表
示
の
不
適
法
、
不
正
確
又
は
不
備

三

輸
出
入
許
可
書
又
は
必
要
な
証
明
書
そ
の
他
の

書
類
の
不
備
又
は
遅
延

四

税
関
に
対
す
る
不
適
正
な
申
告

五

貨
物
の
重
量
又
は
容
積
に
つ
い
て
の
不
正
確
な

記
載

５

運
送
人
は
、
前
項
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
貨
物
に

対
し
留
置
権
を
有
し
、
そ
の
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費

用
の
支
払
が
な
い
と
き
に
は
、
貨
物
を
競
売
又
は
任
意

売
却
に
付
し
、
か
つ
、
そ
の
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を

そ
の
売
却
代
金
よ
り
受
領
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
売
却
に
付
す
前
に
、
運
送
人
は
航

空
運
送
状
に
記
載
し
た
住
所
の
荷
送
人
又
は
荷
受
人

に
そ
の
旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
売
却
は
、
売
却
代
金
に
よ
り
充
当
し
て
も
不

足
す
る
額
に
つ
い
て
の
荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
支
払

債
務
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

７

第
五
項
の
運
送
人
の
権
利
は
、
貨
物
の
引
渡
し
、
占

有
放
棄
又
は
現
実
の
支
払
が
な
さ
れ
な
い
限
り
支
払

の
確
認
に
よ
っ
て
、
影
響
さ
れ
、
喪
失
し
又
は
害
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。

８

運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
、
公
租
及
び
公
課
、
運

送
人
が
支
出
し
た
支
払
金
そ
の
他
の
運
送
人
に
支
払

わ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
金
額
は
貨
物
の
破
壊
、
滅
失
、

紛
失
、
き
損
又
は
不
着
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
額
が

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

運
送
人
は
、
貨
物
の
破
壊
、
滅
失
、
紛
失
又
は
き
損

に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
す
べ
て
の
運
賃
、
料
金
そ

の
他
の
費
用
の
支
払
が
な
け
れ
ば
受
け
付
け
な
い
。
た

だ
し
、
貨
物
の
ど
の
部
分
も
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
が
未
払
で
あ
っ

て
も
損
害
賠
償
請
求
を
受
け
付
け
る
。

10

荷
送
人
又
は
荷
受
人
は
、
損
害
賠
償
請
求
額
を
運

賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
の
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と

は
で
き
な
い
。

（
運
賃
料
金
着
払
取
扱
手
数
料
）

第
十
五
条

運
送
人
は
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
が

着
払
の
場
合
に
は
、
運
賃
表
に
定
め
る
運
賃
料
金
着
払

取
扱
手
数
料
を
収
受
す
る
。

（
従
価
料
金
）

第
十
六
条

運
送
人
は
、
荷
送
人
の
運
送
に
対
す
る
申
告

価
額
が
運
賃
表
に
定
め
る
価
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

運
賃
表
に
定
め
る
従
価
料
金
を
収
受
す
る
。

（
航
空
運
送
状
作
成
手
数
料
）

第
十
七
条

運
送
人
は
、
航
空
運
送
状
を
作
成
し
又
は
補

完
す
る
場
合
に
は
、
運
賃
表
に
定
め
る
航
空
運
送
状
作

成
手
数
料
を
収
受
す
る
。

（
附
帯
料
金
等
）

第
十
八
条

運
送
人
が
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
附
帯
し

て
行
う
貨
物
の
荷
造
り
、
保
管
又
は
仕
分
け
、
代
金
の

取
立
て
及
び
立
替
え
そ
の
他
の
貨
物
利
用
運
送
事
業

に
附
帯
す
る
業
務
等
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

業
務
等
に
係
る
料
金
を
収
受
す
る
。

２

運
送
人
が
、
運
送
保
険
契
約
の
締
結
を
引
き
受
け
た

場
合
に
は
、
当
該
保
険
に
係
る
保
険
料
を
収
受
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
八
条
の
二

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
十
五

条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章

運
送
中
の
貨
物

（
法
令
の
遵
守
）

第
十
九
条

荷
送
人
は
貨
物
の
梱
包
方
法
、
運
送
又
は
引

渡
し
に
関
す
る
法
令
並
び
に
出
発
国
、
到
達
国
、
経
由

国
及
び
上
空
通
過
国
の
す
べ
て
の
現
行
法
令
（
税
関
そ

の
他
の
関
係
行
政
庁
の
規
則
を
含
む
。
）
を
遵
守
し
、

か
つ
、
そ
の
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

情
報
及
び
書
類
を
提
供
し
又
は
航
空
運
送
状
に
添
付

す
る
も
の
と
す
る
。

２

運
送
人
は
、
荷
送
人
の
情
報
又
は
書
類
が
正
確
か
つ

充
分
で
あ
る
こ
と
を
調
べ
る
義
務
は
な
く
、
荷
送
人
が

前
項
の
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
た
め
に
生
ず
る
損

失
又
は
諸
費
用
に
つ
い
て
は
、
荷
送
人
そ
の
他
の
者
に

対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

３

運
送
人
が
、
現
行
法
令
、
規
則
、
命
令
、
要
求
又
は

要
請
と
解
す
る
も
の
に
よ
り
、
貨
物
の
運
送
を
拒
絶
す

る
必
要
が
あ
る
と
合
理
的
に
判
断
し
、
当
該
貨
物
の
運

送
を
現
実
に
拒
絶
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
運
送
人
は
、

な
ん
ら
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
諸
費
用
の
支
払
及
び
税
関
の
諸
手
続
）

第
二
十
条

運
送
人
は
、
貨
物
に
関
す
る
公
租
、
公
課
そ

の
他
の
費
用
を
立
替
え
又
は
支
払
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
義
務
は
な
い
。
荷
送
人
及
び
荷
受
人
は

連
帯
し
て
こ
の
よ
う
な
費
用
を
運
送
人
に
償
還
す
る

責
任
を
負
う
。

２

貨
物
の
通
関
手
続
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
貨
物

は
航
空
運
送
状
に
通
関
業
者
と
し
て
記
載
さ
れ
た
者

に
あ
て
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該
記
載
が
な
い
と
き
は
、

運
送
人
又
は
そ
の
指
名
す
る
通
関
業
者
に
あ
て
た
も

の
と
み
な
す
。

（
経
由
路
線
、
運
送
予
定
等
）

第
二
十
一
条

運
送
の
開
始
若
し
く
は
完
了
又
は
貨
物

の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
日
時
を
定
め
な
い
。

２

運
送
人
は
、
航
空
運
送
状
に
記
載
さ
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
特
定
の
航
空
機
若
し
く
は
特
定
の
経
路
に
よ

り
貨
物
を
運
送
し
、
又
は
特
定
の
運
送
予
定
に
従
い
、

特
定
の
地
点
で
接
続
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な

い
。

３

運
送
人
は
、
運
送
区
間
の
一
部
に
つ
き
、
航
空
運
送

事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
以
外
の
運
送
を
利
用
し

て
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
送
の
取
消
し
）

第
二
十
二
条

運
送
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、

合
理
的
で
あ
り
、
か
つ
、
望
ま
し
い
と
考
え
る
場
合
は
、

予
告
な
し
に
貨
物
の
運
送
を
取
り
消
し
、
打
ち
切
り
、

方
向
を
転
じ
、
延
期
し
又
は
遅
延
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

現
実
で
あ
る
と
脅
威
で
あ
る
と
情
報
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
運
送
人
の
力
が
及
ば

な
い
事
実
（
気
象
状
態
、
天
災
、
不
可
抗
力
、

罷
業
、
内
乱
、
抑
留
、
徴
発
、
戦
争
、
敵
対
行

為
、
社
会
不
安
又
は
不
安
定
な
国
際
情
勢
を
含

む
。
）
又
は
直
接
若
し
く
は
間
接
に
こ
の
よ
う
な

事
実
に
基
づ
く
遅
延
、
要
求
、
状
態
、
環
境
若

し
く
は
命
令

二

予
測
、
予
知
又
は
予
報
で
き
な
い
事
実

三

政
府
の
規
則
、
命
令
、
要
求
又
は
要
請

四

運
送
人
そ
の
他
の
者
の
労
力
、
燃
料
、
施
設
の

不
足
又
は
労
働
争
議

２

運
送
人
が
請
求
し
た
運
賃
及
び
料
金
の
全
部
又
は

一
部
の
支
払
を
荷
送
人
が
拒
絶
し
た
場
合
、
運
送
人
は
、

な
ん
ら
責
任
を
負
う
こ
と
な
く
運
送
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

（
運
送
中
の
物
品
に
関
す
る
運
送
人
の
権
利
）

第
二
十
三
条

運
送
人
は
、
貨
物
を
留
置
す
る
必
要
が
あ

る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
航
空
運
送
状
に
記

載
し
た
荷
送
人
又
は
荷
受
人
に
通
知
し
、
荷
送
人
又
は

荷
受
人
の
危
険
及
び
費
用
の
負
担
に
お
い
て
、
倉
庫
そ

の
他
の
適
当
な
場
所
又
は
税
関
に
貨
物
を
保
管
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
荷
受
人
に
あ
て
る
前
途
の
運
送

の
た
め
に
他
の
運
送
機
関
に
貨
物
を
引
き
渡
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
荷
送
人
及
び
荷
受
人

は
、
そ
の
結
果
に
よ
り
運
送
人
が
被
っ
た
危
険
及
び
費

用
に
関
し
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
い
、
か
つ
、
弁
償
す

る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

荷
送
人
の
処
分
権

（
処
分
権
の
行
使
）

第
二
十
四
条

荷
送
人
又
は
そ
の
指
定
代
理
人
は
貨
物

の
処
分
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
処
分
権
は
単
一
の
航
空
運
送
状
に
よ
る

貨
物
の
す
べ
て
に
対
し
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

貨
物
に
対
す
る
処
分
権
は
、
荷
送
人
又
は
そ
の
指
定

代
理
人
が
交
付
を
受
け
た
航
空
運
送
状
を
呈
示
し
て

行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

処
分
に
関
す
る
指
図
は
、
運
送
人
が
定
め
た
様
式
の

書
面
に
記
載
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

処
分
権
の
行
使
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
荷
受
人
は
、

航
空
運
送
状
の
荷
受
人
と
み
な
さ
れ
る
。

（
荷
送
人
の
選
択
権
）

第
二
十
五
条

運
送
契
約
に
基
づ
く
す
べ
て
の
債
務
を

履
行
す
る
こ
と
及
び
運
送
人
又
は
他
の
荷
送
人
を
害

し
な
い
よ
う
な
方
法
で
こ
の
処
分
権
を
行
使
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
荷
送
人
は
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法

に
よ
っ
て
貨
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

出
発
地
空
港
又
は
到
達
地
空
港
に
お
い
て
、
貨

物
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

二

到
達
地
に
お
い
て
航
空
運
送
状
に
記
載
し
た
荷

受
人
以
外
の
者
に
貨
物
を
引
き
渡
す
よ
う
求
め

る
こ
と

三

出
発
地
空
港
に
貨
物
の
返
送
を
求
め
る
こ
と

（
処
分
権
の
行
使
に
よ
る
損
失
、
費
用
等
）

第
二
十
六
条

荷
送
人
は
そ
の
処
分
権
の
行
使
の
結
果
、

運
送
人
が
被
っ
た
す
べ
て
の
損
失
及
び
損
害
に
対
し

て
責
任
を
負
い
、
か
つ
、
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

荷
送
人
は
、
そ
の
処
分
権
の
行
使
に
よ
っ
て
生
じ
た

費
用
を
運
送
人
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
人
の
履
行
不
能
）

第
二
十
七
条

運
送
人
は
荷
送
人
の
指
示
に
従
う
こ
と

が
正
当
な
理
由
に
よ
り
不
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、

荷
送
人
の
当
該
処
分
権
の
行
使
を
拒
絶
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
運
送
人
は
、
そ
の
旨
を
た

だ
ち
に
、
荷
送
人
に
通
知
し
、
通
知
に
要
し
た
費
用
は
、

料
金
に
加
算
す
る
。

（
処
分
権
行
使
の
権
利
の
終
期
）

第
二
十
八
条

荷
送
人
の
処
分
権
は
、
到
達
地
に
貨
物
が

到
着
後
、
荷
受
人
が
貨
物
若
し
く
は
航
空
運
送
状
を
入

手
し
、
そ
れ
ら
の
引
渡
し
を
請
求
し
、
又
は
貨
物
の
引

取
り
の
意
思
表
示
を
し
た
時
に
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、

荷
受
人
が
航
空
運
送
状
若
し
く
は
貨
物
の
受
領
を
拒

ん
だ
場
合
又
は
荷
受
人
に
連
絡
不
能
の
場
合
は
、
そ
の

処
分
権
は
、
引
き
続
き
荷
送
人
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

貨
物
の
引
渡
し

（
到
着
通
知
）

第
二
十
九
条

運
送
人
は
、
航
空
運
送
状
に
記
載
さ
れ
た

荷
受
人
又
は
通
知
先
に
貨
物
の
到
着
通
知
を
通
常
の

方
法
で
行
う
。

２

運
送
人
は
、
到
着
通
知
が
受
信
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

又
は
そ
の
受
信
が
遅
延
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任

を
負
わ
な
い
。

（
荷
受
人
に
対
す
る
貨
物
の
引
渡
し
）

第
三
十
条

運
送
人
は
、
航
空
運
送
状
に
特
に
記
載
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
航
空
運
送
状
に
記
載
さ
れ
た
荷

受
人
に
貨
物
を
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

２

貨
物
の
引
渡
し
は
、
荷
受
人
の
受
領
証
と
引
き
換
え

に
、
か
つ
、
航
空
運
送
状
及
び
こ
の
約
款
の
す
べ
て
の

適
用
条
項
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

貨
物
が
法
律
又
は
税
関
の
規
則
に
従
っ
て
、
税
関
そ

の
他
の
政
府
機
関
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

運
送
人
が
荷
受
人
に
蔵
置
解
除
を
受
け
る
た
め
の
証

明
書
を
与
え
、
か
つ
、
前
条
に
定
め
る
到
着
通
知
を
発

送
し
た
と
き
は
、
荷
受
人
に
対
す
る
貨
物
の
引
渡
し
は

完
了
し
た
も
の
と
す
る
。

４

前
条
の
到
着
通
知
が
受
領
さ
れ
、
荷
受
人
が
引
取
り

の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
荷
受
人
が
貨
物

の
受
領
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
運
送
人
は
、
荷
受
人
の

負
担
に
お
い
て
貨
物
を
保
管
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ

の
場
合
、
貨
物
に
対
す
る
運
送
人
の
責
任
は
終
了
し
、

こ
れ
ら
の
保
管
に
要
す
る
費
用
は
運
送
人
の
請
求
に

よ
り
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貨
物
の
引
渡
し
場
所
）

第
三
十
一
条

荷
受
人
は
、
到
達
地
空
港
で
貨
物
の
引
渡

し
を
受
け
、
こ
れ
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
運
送
人
が
、
荷
送
人
又
は
荷
受
人
と
の
契
約

に
よ
り
荷
受
人
の
住
所
ま
で
の
配
達
を
行
う
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
荷
受
人
の
受
領
不
能
）

第
三
十
二
条

航
空
運
送
状
記
載
の
到
達
地
に
到
着
後
、

引
渡
し
不
能
又
は
荷
受
人
の
引
取
り
拒
絶
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
運
送
人
は
当
該
運
送
状
に
記
載
さ
れ
た
荷

送
人
の
指
図
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

荷
送
人
の
指
図
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は

正
当
な
理
由
に
よ
り
そ
の
指
図
に
従
う
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、
運
送
人
は
、
引
渡
し
が
で
き
な
い
旨
を

荷
送
人
に
通
知
し
た
後
、
荷
送
人
の
指
図
を
求
め
、
当

該
指
図
が
三
十
日
以
内
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に

は
、
貨
物
を
一
括
し
て
又
は
数
口
に
分
け
競
売
又
は
任

意
売
却
に
付
し
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

売
却
等
に
先
だ
っ
て
運
送
人
は
航
空
運
送
状
に
記
載

さ
れ
た
住
所
に
あ
る
荷
送
人
又
は
荷
受
人
に
、
こ
れ
に

関
す
る
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

荷
送
人
は
、
荷
受
人
の
受
領
不
能
に
起
因
し
、
又
は

こ
れ
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費

用
（
貨
物
の
返
送
運
賃
、
料
金
を
含
む
。
）
を
支
払
う

責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。
貨
物
が
荷
送
人
の
指
図
に

よ
り
出
発
地
空
港
に
返
送
さ
れ
、
か
つ
、
荷
送
人
が
貨

物
の
返
送
後
十
五
日
以
内
に
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費

用
の
支
払
を
拒
絶
し
、
又
は
怠
る
場
合
に
は
、
運
送
人

は
、
貨
物
の
全
部
又
は
一
部
を
競
売
又
は
任
意
売
却
に

付
し
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
売
却
等

に
先
立
っ
て
、
運
送
人
は
航
空
運
送
状
に
記
載
さ
れ
た

荷
送
人
に
、
こ
れ
に
関
す
る
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

貨
物
の
到
達
地
又
は
返
送
さ
れ
た
地
点
で
貨
物
を

売
却
し
た
場
合
に
は
、
運
送
人
は
、
こ
の
売
却
代
金
を

運
送
人
自
身
及
び
そ
の
他
の
運
送
機
関
に
対
す
る
す

べ
て
の
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
及
び
売
却
費
用
に

充
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
貨
物
の
売
却
に
よ

っ
て
荷
送
人
は
不
足
金
額
の
支
払
の
責
任
を
免
除
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
残
余
金
が
あ
る
場
合
は
、

荷
送
人
の
指
図
が
あ
る
ま
で
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

運
送
の
範
囲
等

（
出
発
地
空
港
ま
で
の
運
送
及
び
到
達
地
空
港
以
遠
へ

の
運
送
）

第
三
十
三
条

貨
物
は
、
出
発
地
に
お
け
る
運
送
人
の
空

港
事
務
所
（
市
内
事
務
所
を
含
む
。
）
又
は
荷
送
人
の

指
定
す
る
場
所
か
ら
到
達
地
空
港
ま
で
の
運
送
の
た

め
に
受
託
さ
れ
る
。
特
に
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
到

達
地
空
港
か
ら
荷
受
人
の
住
所
ま
で
の
運
送
の
た
め

に
受
託
さ
れ
る
。

（
貨
物
の
集
貨
及
び
配
達
）

第
三
十
四
条

運
送
人
は
、
貨
物
の
集
貨
及
び
配
達
を
、

運
賃
表
に
定
め
る
運
賃
及
び
料
金
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

運
送
人
に
過
失
が
な
く
て
、
第
一
回
目
の
配
達
で
荷

受
人
に
引
渡
し
が
で
き
な
か
っ
た
貨
物
は
、
運
送
人
の

事
務
所
に
持
ち
帰
り
、
荷
受
人
に
こ
の
旨
を
通
知
す
る
。

そ
の
後
の
配
達
に
つ
い
て
は
、
荷
受
人
よ
り
依
頼
の
あ

っ
た
場
合
に
の
み
こ
れ
を
行
い
、
配
達
の
つ
ど
付
加
料

金
を
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

３

個
人
（
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
運
送
契
約

の
当
事
者
と
な
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
対
象
と
し
た
運
賃
及
び
料
金
は
、
主
た
る
事
務
所
そ

の
他
の
営
業
所
に
お
い
て
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

適
用
法
律
及
び
規
則
並
び
に
責
任

（
適
用
法
律
及
び
規
則
）

第
三
十
五
条

条
約
の
適
用
を
受
け
な
い
貨
物
の
運
送

の
場
合
を
除
き
、
運
送
人
が
行
う
運
送
は
、
運
送
の
中

断
又
は
積
替
え
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
当
該
運

送
に
適
用
さ
れ
る
条
約
に
定
め
ら
れ
た
責
任
に
関
す

る
規
定
及
び
制
限
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
運
送
人
が
行
う

す
べ
て
の
運
送
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
運
送
人
が
行

う
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
適
用
法
律
等
に
従
う

も
の
と
す
る
。

一

適
用
法
律
（
条
約
を
履
行
す
る
た
め
の
国
内
法

又
は
条
約
に
定
義
さ
れ
た
国
際
運
送
で
な
い
運

送
に
条
約
の
規
定
を
適
用
さ
せ
る
国
内
法
を
含

む
。
）
及
び
政
府
の
規
則
、
命
令
又
は
要
請

二

運
送
人
の
す
べ
て
の
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に

供
さ
れ
る
こ
の
約
款
、
運
賃
表
又
は
規
則

（
責
任
）

第
三
十
六
条

運
送
人
の
責
任
は
、
次
項
か
ら
第
七
項
ま

で
及
び
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
条

約
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
用
法
令
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
次

条
の
規
定
が
、
当
該
条
約
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
用
法

令
の
定
め
よ
り
も
運
送
人
の
責
任
を
免
除
し
、
又
は
当

該
条
約
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
用
法
令
で
定
め
る
責

任
の
限
度
よ
り
も
低
い
限
度
額
を
定
め
て
い
る
こ
と

に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

２

次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、

貨
物
の
運
送
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
運
送
人
が
行
う

そ
の
他
の
業
務
か
ら
生
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て

生
ず
る
貨
物
の
破
壊
、
滅
失
若
し
く
は
き
損
に
よ
る
損

害
（
以
下
「
破
壊
等
損
害
」
と
い
う
。
）
又
は
遅
延
に

よ
る
損
害
（
以
下
「
遅
延
損
害
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
運
送
人
は
、
当
該
破
壊
等
損
害
又
は
遅
延
損
害

の
原
因
と
な
っ
た
事
故
が
航
空
運
送
中
に
生
じ
た
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
運
送

人
は
、
自
己
が
当
該
破
壊
等
損
害
又
は
遅
延
損
害
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
措
置
を
と
っ
た
こ

と
又
は
と
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

し
た
場
合
に
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。

３

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
第
四
議
定
書
の
適
用
を
受
け
る

貨
物
の
運
送
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
運
送
人
が
行
う

そ
の
他
の
業
務
か
ら
生
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て

生
ず
る
遅
延
損
害
に
つ
い
て
は
、
運
送
人
は
、
当
該
遅

延
損
害
が
航
空
運
送
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
運
送
人
は
、
運
送
人

が
当
該
遅
延
損
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ

て
の
措
置
を
と
っ
た
こ
と
又
は
と
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
に
は
、
責
任
を
負
わ

な
い
。

４

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
第
四
議
定
書
の
適
用
を
受
け
る

貨
物
の
運
送
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
運
送
人
が
行
う

そ
の
他
の
業
務
か
ら
生
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て

生
ず
る
貨
物
の
破
壊
等
損
害
に
つ
い
て
は
、
運
送
人
は
、

当
該
破
壊
等
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
事
故
が
航
空
運

送
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
を
条
件
と
し

て
、
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
運
送
人
は
、
当
該
破
壊

等
損
害
が
次
に
掲
げ
る
原
因
の
一
又
は
二
以
上
か
ら

の
み
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、

責
任
を
免
れ
る
。

一

貨
物
の
固
有
の
欠
陥
又
は
性
質

二

運
送
人
以
外
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
貨
物
の

荷
造
り
の
欠
陥

三

戦
争
行
為
又
は
武
力
紛
争

四

貨
物
の
輸
入
、
輸
出
又
は
通
過
に
関
し
て
と
ら

れ
た
公
的
機
関
の
措
置

５

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
適
用
を
受
け
る
貨
物
の

運
送
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
運
送
人
が
行
う
そ
の
他

の
業
務
か
ら
生
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
生
ず
る

貨
物
の
遅
延
損
害
に
つ
い
て
は
、
運
送
人
は
、
当
該
遅

延
損
害
が
航
空
運
送
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
運
送
人
は
、
運
送
人

が
当
該
遅
延
損
害
を
防
止
す
る
た
め
に
合
理
的
に
要

求
さ
れ
る
す
べ
て
の
措
置
を
と
っ
た
こ
と
又
は
そ
の

措
置
を
と
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

し
た
と
き
に
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。

６

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
適
用
を
受
け
る
貨
物
の

運
送
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
運
送
人
が
行
う
そ
の
他

の
業
務
か
ら
生
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
生
ず
る

貨
物
の
破
壊
等
損
害
に
つ
い
て
は
、
運
送
人
は
、
当
該

破
壊
等
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
事
故
が
航
空
運
送
中

に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
を
条
件
と
し
て
、
責

任
を
負
う
。
た
だ
し
、
運
送
人
は
、
当
該
破
壊
等
損
害

が
次
に
掲
げ
る
原
因
の
一
又
は
二
以
上
か
ら
の
み
生

じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、
そ
の
範

囲
内
で
責
任
を
免
れ
る
。

一

貨
物
の
固
有
の
欠
陥
又
は
性
質

二

運
送
人
以
外
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
貨
物
の

荷
造
り
の
欠
陥

三

戦
争
行
為
又
は
武
力
紛
争

四

貨
物
の
輸
入
、
輸
出
又
は
通
過
に
関
し
て
と
ら

れ
た
公
的
機
関
の
措
置

７

荷
送
人
及
び
荷
受
人
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て

も
自
己
の
貨
物
が
他
の
貨
物
又
は
運
送
人
の
財
産
に

損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
り
運
送
人
が
被

っ
た
す
べ
て
の
損
失
及
び
費
用
を
運
送
人
に
弁
償
す

る
も
の
と
す
る
。
運
送
人
は
人
員
及
び
航
空
機
そ
の
他

の
物
に
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
貨
物
を
予
告
な
し

に
廃
棄
し
又
は
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の

た
め
に
は
な
ん
ら
の
責
任
を
負
わ
な
い
。

第
三
十
七
条

運
送
人
の
責
任
は
、
運
送
に
対
す
る
申
告

価
額
が
申
告
さ
れ
た
と
き
は
航
空
運
送
状
に
記
載
さ

れ
た
荷
送
人
の
申
告
価
額
を
限
度
と
し
、
荷
送
人
が
申

告
価
額
の
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
損
害
を
受

け
た
貨
物
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
二
十
二
特
別
引
出

権
を
限
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
ワ
ル
ソ
ー
条
約
又
は
改

正
ワ
ル
ソ
ー
条
約
の
適
用
を
受
け
る
貨
物
運
送
の
場

合
に
は
、
運
送
人
が
損
害
を
も
た
ら
す
意
図
を
も
っ
て

又
は
無
謀
に
か
つ
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
行
っ
た
行
為
（
不
作
為
を
含
む
。
）

に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
引
出
権
建
で
示
さ
れ

た
額
の
各
国
通
貨
へ
の
換
算
は
、
訴
訟
の
と
き
に
は
、

最
終
口
頭
弁
論
終
結
の
日
に
有
効
な
換
算
率
を
適
用

し
、
訴
訟
以
外
の
損
害
賠
償
の
と
き
に
は
、
支
払
う
べ

き
損
害
賠
償
額
の
確
定
し
た
日
に
有
効
な
換
算
率
を

適
用
す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
損
害
賠
償
請

求
は
価
額
の
立
証
を
条
件
と
す
る
。

４

荷
受
人
そ
の
他
貨
物
の
引
渡
し
を
受
け
る
資
格
の

あ
る
者
に
貨
物
の
一
部
の
み
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合

又
は
貨
物
の
一
部
に
損
害
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
不
渡

又
は
損
害
の
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
の
運
送
人
の
責

任
は
、
そ
の
貨
物
の
部
分
又
は
内
容
品
の
価
額
に
か
か

わ
ら
ず
、
重
量
に
基
づ
く
按
分
額
を
限
度
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
運
送
人
の
責
任
の
限
度
と
な
る
額

を
決
定
す
る
に
あ
た
り
考
慮
す
る
重
量
は
、
関
係
す
る

荷
の
総
重
量
の
み
と
す
る
。
た
だ
し
、
貨
物
の
一
部
又

は
そ
の
貨
物
に
含
ま
れ
る
物
品
の
損
害
が
、
同
一
運
送

状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
他
の
荷
の
価
値
に
影
響
を
及

ぼ
す
場
合
、
責
任
の
限
度
と
す
る
額
を
決
定
す
る
に
あ

た
り
、
こ
れ
ら
の
他
の
荷
の
総
重
量
も
考
慮
す
る
。

第
三
十
八
条

第
三
十
六
条
及
び
前
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
損
害
が
本
邦
に
お

け
る
貨
物
の
集
貨
又
は
配
達
中
に
発
生
し
た
こ
と
が

証
明
さ
れ
た
場
合
は
、
運
送
人
は
、
当
該
運
送
に
強
行

的
に
適
用
さ
れ
る
法
令
又
は
政
府
の
定
め
た
約
款
に

従
い
責
任
を
負
う
。

（
損
害
賠
償
請
求
及
び
訴
訟
提
起
の
期
限
）

第
三
十
九
条

物
品
の
引
渡
し
を
受
け
る
資
格
の
あ
る

者
が
、
苦
情
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
な
く
貨
物
を
受
領

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
貨
物
が
良
好
な
状
態
で
引
き
渡

さ
れ
、
か
つ
、
運
送
契
約
に
従
っ
て
引
き
渡
さ
れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。

２

貨
物
に
破
壊
若
し
く
は
き
損
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
貨
物
の
引
渡
し
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
遅
延

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
貨
物
の
引
渡
し
を
受
け
る

権
利
を
有
す
る
者
が
そ
の
貨
物
を
処
分
す
る
こ
と
が

で
き
た
日
か
ら
二
十
一
日
以
内
に
、
滅
失
又
は
紛
失

（
引
渡
し
不
能
の
場
合
も
含
む
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
航
空
運
送
状
の
発
行
の
日
か
ら
百
二
十
日
以
内
に
、

当
該
貨
物
の
破
壊
、
き
損
、
滅
失
又
は
紛
失
が
発
生
し

た
お
お
よ
そ
の
日
時
及
び
賠
償
請
求
の
明
細
を
明
確

に
記
載
し
た
書
面
を
運
送
人
の
事
務
所
に
提
出
し
な

い
限
り
運
送
人
の
責
任
は
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
運
送

人
に
悪
意
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

運
送
人
に
対
す
る
損
害
に
関
す
る
権
利
は
、
到
達
地

へ
の
到
着
の
日
、
航
空
機
が
到
着
す
べ
き
で
あ
っ
た
日

又
は
運
送
の
中
止
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に

訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
約
、
強
行
法
規
等
と
の
抵
触
）

第
四
十
条

こ
の
約
款
又
は
航
空
運
送
状
に
定
め
る
規

定
が
条
約
、
強
行
法
規
、
政
府
の
規
則
、
命
令
又
は
要

求
に
反
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
と
抵
触
し
な
い
限
度

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
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